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所管課名 ものづくり振興課 整理番号 ３－３－２

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

昭和４５年法律第９６号

３０日
　経由機関（地域振興局）　１０日
　処分庁　　　　　　　　　　　　２０日

過去の実績

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

電気工事業の登録の更新

電気工事業の業務の適正化に関する法律第３条第３項

登録の有効期限の満了後、引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を
受けなければならない。

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

　電気工事業の業務の適性化に関する法律
　(登録)
第３条
　２　登録電気工事業者の登録の有効期限は、５年とする。
　３　前項の有効期限の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受
けなければならない。
　
　(登録の拒否)
第６条　経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者
であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載が
あり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
い。
１　この法律、電気工事士法第３条第１項、第２項若しくは第３項又は電気用品安全法（昭
和３６年法律第２３４号）第２８条第１項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から２年を経過しない者
２　第２８条第１項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から２年を経過し
ない者
３　登録電気工事業者であつて法人であるものが第２８条第１項の規定により登録を取り
消された場合において、その処分のあつた日前３０日以内にその登録電気工事業者の役
員であつた者でその処分のあつた日から２年を経過しないもの
４　第２８条第１項又は第２項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に
電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
５　法人であつて、その役員のうち前４号の一に該当する者があるもの
６　営業所について第１９条に規定する要件を欠く者


